
埼玉県障害福祉サービス訪問系事業所における安全確保対策推進事業補助金実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、埼玉県障害福祉サービス訪問系事業所における安全確保対策推

進事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第 14 条の規定に基づき、要綱

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（交付の申請） 

第２条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付要綱第６条第１

項に定める補助金交付申請書（様式第１号）及び次の各号に該当する書類を添付す

るものとする。 

（１）補助対象経費に係る領収書等の写し。 

（２）補助対象経費の内訳や内容が明記されている書類の写し。ただし、領収書等に

補助対象経費が明記されている場合は、省略することができる。 

（３）口座名義人、口座番号等が明記されている通帳等の写し。 

（４）その他知事が必要と認める書類。 

２ 該当するすべての障害福祉サービス訪問系事業所について、法人が一括して申請

するものとする。 

 

（補助対象経費等） 

第３条 交付要綱別表に定めている補助金の交付対象となる経費は、次の（１）若し

くは（２）のいずれかに該当する経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるものと

し、予算の範囲内において交付する。 

（１）障害福祉サービス訪問系事業所の安全確保対策に資する通話録音装置等の購入 

  事業 

   ア  固定電話用通話録音装置購入費 

   イ  ボイスレコーダー購入費 

   ウ  上記ア・イと同等と認められる機器購入費 

（２）障害福祉サービス訪問系事業所の安全確保対策に資する警備会社による屋外用

セキュリティサービスの導入事業 

   ア  初期登録費、加入料金 

   イ  初期導入時に発生する備品及び付属品購入費 

   ウ  上記ア・イと同等と認められる初期導入経費  

２ 国、自治体等の他の補助金及び寄付金との併用はできないものとする。 

  

（補助事業の着手時期及び遂行） 

第４条 補助事業の着手時期（発注、契約）は、10月 14日以降でなければならない。 

２ 補助事業者は、知事が定める申請書提出期限までに補助事業を完了しなければな

らない。 



 

３ 前項に規定する補助事業完了とは、補助事業の内容及び支払いの完了とする。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和４年 11 月 16 日から施行し、令和４年 10 月 14 日から令和５年３

月 31日まで適用する。 


